
情報ステーション
令和8年4月15日▪8

★ネット申し込み（￡）はコチラから  　　　　　★市のホームページはコチラから  　　　　　★時間は24時間表記

❶みつばちプロジェクト　ニホン
ミツバチの養蜂講座。5月3日㈷13
～15時。☆先着50人。
❷自然ガイドウォーク　ガイドと一
緒に野鳥や草花などを観察します。
5月3日㈷・4日㈷の13時30分～15
時。◎小学生以下は保護者同伴。
☆先着各日30人。
❸ピアチェーレ・ギターコンサート　
5月3日㈷14～15時30分。
　♦＄駐車場は有料。＃❶❷は
必要。4月18日から❶は電話でNPO
法人グリーンワーク☎383・6807へ、
❷は￡で。

こめかみっ！ガールズ展　テレビ放
映を記念して応援ミニ展示を行い
ます。4月18日㈯～5月31日㈰。
漫画体験　漫画道具、タブレットの
使い方や塗り絵など。5月10日㈰・
23日㈯の13時30分～16時30分。
　♦＄入館料が必要。

山田緑地 
☎582・4870
〒803-0865小倉北区山田町　♣9～
17時　♡火曜日（祝・休日のときは開
園し翌日が休園）、5月7日
※4月29日㈷～5月6日㉁は無休

漫画ミュージアム
☎512・5077
〒802-0001小倉北区浅野二丁目14- 
5、あるあるCity5・6階　♣11～19時

（入館は18時30分まで）　♡火曜日
（祝・休日のときは開館し翌日が休
館）
※4月29日㈷～5月11日㈪は無休

生ごみコンポスト講座
　生ごみコンポストの基礎を学びま
す。5月22日㈮10～12時、戸畑生涯学
習センター（戸畑区中本町）で。☆20
人。＄1000円（3000円相当のコンポス
トバッグ付き）。講座で使うコンポスト
容器を持参した人は無料で受講でき
ます。＃4月15～30日に￡で。♥環
境局循環社会推進課☎582・2187へ。

給与計算と社会保険実務講座
　5月26日～7月17日の毎週火・金曜
日（全16回）18時20分～20時20分、母
子・父子福祉センターで。◎ひとり親
家庭の親か寡婦。☆15人。託児（無
料）は♥を。＃はがき（1人だけ）に基
本事項と託児希望者は子どもの名前
と年齢を書いて4月15～24日に同施設

（〒804-0067戸畑区汐井町1-6、☎
871・3224）へ。￡も可。

読み聞かせボランティア 
養成講座（初級・子ども向け）

　5月27日㈬、6月3日㈬・10日㈬（全3
回）の10～12時30分、子ども図書館
で。◎18歳以上。☆30人。＃往復はが
き（1人だけ）に基本事項と読み聞か
せ経験の有無を書いて4月15～28日
に同施設（〒803-0813小倉北区城内

4-1、☎571・0011）へ。￡も可。

八幡西生涯学習総合センター
の北九州市民カレッジ

❶音楽療法応用編〜感じて学ぶ音楽
のちから　5月28日～6月25日の毎
週木曜日（全5回）10～12時。☆40人。
❷外国人住民のことをよく知り、多文
化共生について理解しよう　6月10
日～7月8日の毎週水曜日（全5回）14
～16時。☆20人。
　♦八幡西生涯学習総合センター

（黒崎駅西側、コムシティ3階）で。＄

3000円。＃❶は5月7日、❷は5月20日
まで。￡も可。詳細は生涯学習総合
センター☎571・2735へ♥を。

レクリエーションインストラ
クター資格取得講座
　イベントやスポーツなどのレクリ
エーション企画を立案・実践する指導
者の資格が取得できます。6月7日～
来年2月14日のおおむね毎月第1日曜
日（全10回）9～17時、障害者スポーツ
センター（小倉北区三郎丸三丁目）な
どで。◎18歳以上。☆先着30人。＄3
万円（別に登録料が必要）。＃4月20日
から（土・日曜日、祝・休日は除く）北九
州市レクリエーション協会☎921・
2801へ。

生涯学習総合センターの 
北九州市民カレッジ

❶「あの日」を「明日」へつなぐ平和学
習　戦争と平和について考えます。5
月30日～7月18日のおおむね隔週土
曜日（全5回）14～16時、生涯学習総
合センター（小倉北区大門一丁目）
で。☆30人。＄2000円。
❷地域力アップセミナー　地域活動
の担い手となる人材を目指します。6
月2日～8月4日の毎週火曜日（全10
回）10～15時、生涯学習総合センター
で。☆20人。＄3000円。
❸生誕130周年記念 宮沢賢治の世
界を旅する　朗読やワークショップな
ど。6月3日㈬・24日㈬、7月22日㈬、8
月5日㈬・26日㈬（全5回）の13～15時、
生涯学習総合センターと丸善リバー
ウォーク北九州店（リバーウォーク北
九州3階）で。☆30人。＄3000円。
　♦＃❶は5月10日、❷は5月12日、
❸は5月13日まで。￡も可。詳細は
生涯学習総合センター☎571・2735
へ♥を。

施設の催し

●保険料の軽減

●令和8年度保険料

令和８年度の主な改正点
・令和8年度から、新たな国の仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」が導入されます。支援金
（「子ども分」）は、従来の保険料と合わせて徴収されます。
・１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの子どもに係る「子ども分」の均等割
額は１０割軽減となります（※１）。なお、１０割軽減された子どもに係る均等割額に
ついては、子ども以外の被保険者で「１８歳以上被保険者均等割額」として1人あた
り５０円を負担します。
・保険料負担の公平性の確保と中低所得者層の保険料負担軽減となるよう、賦課
限度額を改正しました。

・低所得者層の保険料負担軽減となるよう、軽減対象世帯を拡充しました。

※軽減判定の際は、擬制世帯主（会社の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入しているが、世帯を代表して届け出や
保険料の納付義務を負っている人）の所得を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保
険者と同一世帯に属する人のことで、被保険者数に含めて計算します。

※給与所得者等とは、一定の給与所得か公的年金所得がある人のことです。

国民健康保険料のお知らせ ♥各区役所国保年金課

　国民健康保険料のうち均等割額、平等割額を下表のとおり決定しました。令和８年度の国民健康保険料
は所得割額の決定後、６月に通知します。

　国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象世帯と
なるかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。

※国民健康保険料の年額は、上記の｢均等割額｣「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。
※世帯員（主）が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したため国民健康保険加入者が1人になる世帯について、
平等割額が軽減されます。

 軽減割合 軽減の基準（「世帯主＋世帯主を除く被保険者＋特定同一世帯所属者」の令和7年中の合計所得）
 ７割 合計所得が､４３万円＋（給与所得者等の数－１）×１０万円以下
 ５割 合計所得が､４３万円＋（給与所得者等の数－１）×１０万円＋（３１万円×被保険者数）以下
 ２割 合計所得が､４３万円＋（給与所得者等の数－１）×１０万円＋（５７万円×被保険者数）以下

  医療分 後期高齢者支援金分 介護分（◎40～64歳の被保険者） 子ども分
 均等割額（被保険者１人の額） ２万３２００円 ９７２０円 ９５５０円 ８８０円（※１）
 平等割額（１世帯の額） ２万６４００円 1万１０６０円 ８２２０円 １０００円
 所得割額 世帯の被保険者全員の令和７年中の所得に応じて算出。料率は５月末に決定。
 賦課限度額 ６７万円 ２６万円 １７万円 ３万円

▲子ども・
子育て支援金
について

こども家庭庁
ホームページ

「福岡マラソン」「福岡マラソン」
ランナーを募集ランナーを募集

　開催日は11月8日㈰。▶マラソ
ン＝◎平成20年4月1日以前に生
まれた人（高校生は除く）。☆1万
3000人。＄1万6000円　▶ファ
ンラン＝◎中学生以上。☆2000
人。＄一般3300円、中学生2200
円　▶車いす競技＝◎中学生以
上。☆20人。＄一般4100円、中学
生2200円。♦＃4月20日～5月
20日20時に大会ホームページ
で。募集要項は4月10日ごろに大
会ホームページでご覧になれま
す。♥福岡マラソン総合コール
センター☎〈092〉711・4422（月
～金曜日（土・日曜日、祝・休日は
除く）の9時30分～17時）へ。＊

福岡市市民局スポーツ事業課☎
〈092〉711・4494。

▲詳細は
コチラ


